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自
公
政
権
の
構
造
改
革
に
対
す
る
国
民
の
怒
り
で
誕

生
し
た
民
主
党
政
権
は
、
７
月
の
参
議
院
選
挙
で
財
界

が
望
む
消
費
税
率
10
％
、
法
人
税
減
税
を
公
言
し
大
敗

を
喫
し
ま
し
た
。
構
造
改
革
を
推
進
す
る
民
主
党
の

「
地
域
主
権
改
革
」
を
ど
う
見
る
の
か
、「
競
争
と
管

理
」
の
教
育
で
は
な
く
、
子
ど
も
に
豊
か
な
学
力
と
生

き
る
力
を
ど
の
よ
う
に
育
む
の
か
、
８
月
17
日
・
18
日

に
開
催
さ
れ
た
夏
期
学
校
の
共
通
講
義
で
、
多
く
の
教

職
員
が
学
び
、
秋
か
ら
の
活
力
と
し
ま
し
た
。

　

消
費
税
率
10
％
、
法
人
税

減
税
を
公
言
し
、
参
議
院
選

挙
で
大
敗
し
た
菅
政
権
は
、

今
後
も
財
界
・
ア
メ
リ
カ
の

後
押
し
を
受
け
、
構
造
改
革

へ
の
回
帰
・
日
米
軍
事
同
盟

重
視
の
反
動
政
治
を
推
進
し

て
い
く
こ
と
は
間
違
い
な
い

で
し
ょ
う
。
２
０
１
０
菅
マ

ニ
フ
ェ
ス
ト
で
は
、
外
交
・

安
全
保
障
分
野
で
「
日
米
同

盟
の
深
化
」「
普
天
間
基
地
問

題
に
つ
い
て
は
、
日
米
合
意

に
基
づ
い
て
沖
縄
の
負
担
軽

減
」
を
う
た
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、「
強
い
経
済
」
と
し

て
「
規
制
改
革
の
推
進
、
法

人
税
率
の
引
き
下
げ
、
国
際

競
争
力
の
維
持
・
強
化
」
を

掲
げ
、
構
造
改
革
推
進
を
打

ち
出
し
て
い
ま
す
。

社
会
保
障
削
減

社
会
保
障
削
減

な
ど
を
地
方
自
治
体

な
ど
を
地
方
自
治
体

の
自
己
責
任
に

の
自
己
責
任
に

　

そ
し
て
、
現
在
民
主
党
政

権
は
、
自
公
政
権
の
地
方
分

権
改
革
を
継
承
し
、
構
造
改

革
の
目
玉
と
し
て
「
地
域
主

権
改
革
」
を
前
面
に
出
し
て

い
ま
す
。
構
造
改
革
は
、
大

企
業
の
国
際
競
争
力
を
高
め

る
改
革
で
あ
り
、
そ
の
た
め

に
は
法
人
税
軽
減
や
人
件
費

削
減
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

法
人
税
を
下
げ
る
た
め
に

は
、
国
家
財
政
支
出
を
縮
小

し
、
医
療
・
福
祉
な
ど
の
社

会
保
障
、
公
共
投
資
を
削
減

す
る
こ
と
が
必
至
と
な
り
ま

す
。
こ
れ
ま
で
、
構
造
改
革

を
国
家
レ
ベ
ル
で
す
す
め
て

き
た
が
、
そ
れ
で
は
窓
口
と

な
る
地
方
自
治
体
が
抵
抗
し

ま
す
。
地
方
自
治
体
が
構
造

改
革
反
対
の
拠
点
に
な
れ

ば
、
そ
の
立
場
の
首
長
が
選

挙
で
当
選
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
だ
か
ら
、
地
方
自
治

体
に
責
任
を
委
ね
、
財
政
と

権
限
を
与
え
て
、
構
造
改
革

を
自
己
責
任
で
行
わ
せ
、
大

企
業
奉
仕
・
社
会
保
障
削
減

を
推
進
さ
せ
る
の
で
す
。
自

民
党
小
泉
政
権
の
「
三
位
一

体
改
革
」
の
手
法
で
あ
り
、

現
在
大
阪
府
の
橋
下
知
事
や

名
古
屋
市
の
河
村
市
長
が
す

す
め
て
い
る
構
造
改
革
で

す
。「
地
域
主
権
改
革
」

は
、
制
度
や
財
源
に
つ
い
て

は
国
が
お
お
も
と
で
決
定
し

　

教
育
の
目
的
や
目
標
は
、

「
ど
の
よ
う
な
人
間
を
め
ざ

す
の
か
」、
そ
の
根
底
の
人

間
観
が
問
わ
れ
ま
す
。
政
府

・
財
界
は
、
教
育
基
本
法
の

改
悪
と
あ
わ
せ
て
、「
た
く

ま
し
い
日
本
人
像
」
を
示

し
、
さ
ら
に
21
世
紀
に
入
っ

て
「
人
的
資
源
」
論
か
ら
さ

ら
に
踏
み
込
ん
で
、
人
間
を

投
資
の
対
象
と
し
て
扱
い
、

付
加
価
値
が
期
待
さ
れ
な
い

も
の
に
は
お
金
を
か
け
な
い

「
人
的
資
本
」
と
し
て
扱
お

う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て

ラ
ン
キ
ン
グ
競
争
、
国
家
へ

の
心
の
忠
誠
、
資
本
の
論
理

へ
の
服
従
、
人
間
管
理
を
強

め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

「
な
ぜ
？
」と
い
う

「
な
ぜ
？
」と
い
う

子
ど
も
の
問
い
を

子
ど
も
の
問
い
を

大
切
に

大
切
に

　

こ
う
し
た
人
間
観
に
日
々

の
教
育
現
場
で
、
ど
の
よ
う

に
た
ち
む
か
っ
て
い
く
の

か
、
そ
の
焦
点
は
ど
の
よ
う

な
「
学
力
と
生
き
る
力
」
を

育
ん
で
い
く
の
か
に
あ
り
ま

す
。

　

ま
ず
子
ど
も
の
「
な

ぜ
？
」
と
い
う
問
い
を
大
切

に
し
、
人
類
的
課
題
な
ど
究

極
の
問
い
に
つ
な
が
る
よ
う

な
学
力
の
中
身
を
考
え
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
し

て
生
き
る
力
は
、「
欠
落
し
て

ち
が
、
子
ど
も
と
学
び
合
う

と
い
う
接
点
を
も
っ
て
い
る

限
り
、
権
力
の
介
入
を
許
す

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

い
る
の
で
外

か
ら
注
入
・

補
強
す
る
」

と
い
う
も
の

で
は
な
く
、

自
己
の
内
側

か
ら
「
よ
り

合
わ
さ
れ
、

つ
む
ぎ
出
さ

れ
て
」
く
る

も
の
で
す
。

そ
の
た
め
教

え
合
い
、
学

び
合
い
が
と

て
も
大
切
で

す
。
そ
し
て

教
育
の
場
に

お
い
て
私
た

現
政
権
の「
地
域
主
権
改
革
」、

自
民
党
小
泉「
構
造
改
革
」の
地
域
版

ど
う
す
る
？
学
力
と
生
き
る
力

―

新
自
由
主
義
の
人
間
観
に
た
ち
む
か
う―

一
時
金
支
給
は

47
年
前
の
水
準
に

　

賃
金
に
関
し
て
は
、
民

間
と
の
格
差
が
「
マ
イ
ナ

ス
０
・
19
％
、
マ
イ
ナ
ス

７
５
７
円
」
で
あ
っ
た
と

し
て
、
中
高
齢
層
（
40
歳

台
以
上
）
の
俸
給
月
額
を

平
均
で
０
・
１
％
引
き
下

げ
る
改
定
に
踏
み
切
り
、

一
時
金
も
０
・
２
月
引
き

下
げ
る
勧
告
を
行
い
ま
し

た
。
一
時
金
は
昨
年
の
マ

イ
ナ
ス
０
・
35
月
に
引
き

続
く
大
幅
削
減
で
あ
り
、

年
間
３
・
95
月
の
支
給
は

１
９
６
３
年
の
水
準
に
落

ち
込
む
も
の
と
な
り
ま

す
。

　

全
教
は
「
賃
上
げ
で
こ

そ
景
気
回
復
を
」「
最
低

賃
金
の
大
幅
引
き
上
げ

を
」
と
呼
び
か
け
、
人
事

院
総
裁
向
け
職
場
要
求
署

名
６
６
３
７
６
筆
、
全
国

か
ら
５
２
６
人
の
教
職
員

が
参
加
し
た
７
・
28
中
央

定
年
延
長―

２
０
１
３

年
度
か
ら
段
階
的
に

　

ま
た
人
事
院
は
65
歳
へ

の
定
年
延
長
に
つ
い
て
、

２
０
１
３
年
度
か
ら
実
施

す
る
方
向
性
を
打
ち
出
し

ま
し
た
。
定
年
制
延
長
は

年
金
支
給
開
始
年
齢
の
引

き
上
げ
に
伴
っ
て
出
さ
れ

て
き
て
い
る
も
の
で
す

（
※
「
表
２
」
参
照
）。

し
か
し
学
校
現
場
は
定
年

を
待
た
ず
に
退
職
す
る
教

職
員
が
増
大
し
（
２
０
０

７
年
度
退
職
者
平
均
年
齢

／
51
・
５
歳
〈
全
国
〉）、

定
年
ま
で
働
き
続
け
ら
れ

る
職
場
環
境
の
整
備
こ
そ

必
要
で
す
。

府
の
大
幅
な
給
与

減
額
は
撤
回
を

　

今
後
、
府
人
事
委
員
会

勧
告
に
向
け
た
た
た
か
い

が
重
要
で
す
。
大
教
組
は

府
労
組
連
と
と
も
に
、
マ

イ
ナ
ス
勧
告
へ
の
追
随
を

許
さ
ず
、
橋
下
「
改
革
」

に
よ
る
給
与
・
一
時
金
の

大
幅
カ
ッ
ト
の
撤
回
を
求

め
、
と
り
く
み
を
強
化
し

ま
す
。

行
動
の
成
功
な
ど
の
と
り

く
み
を
す
す
め
、
大
教
組

は
全
教
提
起
に
こ
た
え
、

職
場
か
ら
の
た
た
か
い
を

積
極
的
に
推
進
し
ま
し

た
。
職
場
、
教
職
員
の
要

求
を
背
景
に
し
た
た
た
か

い
は
、
人
事
院
が
当
初
提

案
し
て
い
た
55
歳
超
全
員

を
対
象
に
し
た
賃
金
の
定

率
削
減
を
許
さ
ず
、
管
理

職
層
に
限
定
し
た
も
の
に

押
し
返
す
大
き
な
力
と
な

り
ま
し
た
。

不当な賃下げ勧告許さず生活改善を
2010年人事院勧告2010年人事院勧告

て
、
大
阪
高
裁
に
控
訴
し
て

い
た
裁
判
で
す
。

　

２
０
０
２
年
３
月
末
で
国

の
同
和
対
策
特
別
法
が
失
効

し
、
地
区
指
定
が
解
除
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
旧

「
同
和
地
区
」
に
居
住
す
る

児
童
・
生
徒
の
デ
ー
タ
を
府

が
所
有
し
、
成
績
を
抽
出
比

較
し
、
結
果
を
公
表
す
る
こ

と
は
、「
新
た
な
差
別
づ
く

り
」「
学
力
調
査
を
利
用
し

た
人
権
侵
害
」
と
し
て
批
判

が
高
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
大

阪
高
裁
判
決
は
、
府
教
委
が

調
査
を
実
施
し
た
当
時
は
、

旧
同
和
地
区
の
問
題
は
「
い

ま
だ
解
決
し
て
い
な
い
と
判

断
さ
れ
る
状
況
で
あ
っ
た
と

認
め
ら
れ
る
」
と
し
て
、

「
調
査
を
す
る
こ
と
自
体
が

違
法
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
」
と
指
摘
。
府
教
委
が
公

表
し
た
内
容
に
つ
い
て
も

「
控
訴
人
や
そ
の
子
ら
に
直

接
結
び
つ
く
も
の
で
は
な

く
、
公
表
内
容
は
行
政
の
一

般
施
策
の
前
提
と
な
る
情
報

と
し
て
一
般
府
民
に
意
味
の

あ
る
も
の
」
と
し
て
違
法
で

あ
る
と
い
う
判
断
を
下
し
ま

せ
ん
で
し
た
。

　

原
告
団
と
大
教
組
等
は
、

最
高
裁
へ
の
上
告
を
決
定

し
、
同
和
問
題
の
最
終
解
決

へ
向
け
て
奮
闘
す
る
決
意
で

す
。

　

２
０
０
６
年
大
阪
府
教
育

委
員
会
が
、
府
内
の
公
立
小

学
校
６
年
生
と
中
学
校
３
年

生
を
対
象
に
「
学
力
等
実
態

調
査
」
を
実
施
し
、
そ
の
中

で
旧
「
同
和
地
区
」
に
居
住

す
る
児
童
・
生
徒
・
家
庭
の

デ
ー
タ
と
、
他
地
区
の
デ
ー

タ
を
秘
密
裏
に
比
較
調
査

し
、
結
果
を
公
表
。
本
裁
判

は
、
こ
の
調
査
に
対
し
当
該

地
域
に
居
住
す
る
高
槻
市
・

東
大
阪
市
の
家
族
が
、
大
阪

府
な
ど
を
相
手
に
大
阪
府
人

権
室
が
保
有
す
る
旧
「
同
和

地
区
」
の
住
所
デ
ー
タ
の
破

棄
、
原
告
へ
の
人
権
侵
害
に

伴
う
損
害
賠
償
請
求
を
訴
え

　

７
月
29
日
、
大
阪
高
等
裁
判
所
第
３
民
事
部
（
岩
田
好

二
裁
判
長
）
は
、「
同
和
秘
密
調
査
」（
学
力
等
実
態
把

握
）
差
止
等
請
求
控
訴
事
件
に
つ
い
て
、
原
告
ら
の
請
求

を
棄
却
す
る
不
当
判
決
を
下
し
ま
し
た
。
原
告
団
と
大
教

組
等
は
、
最
高
裁
へ
上
告
し
闘
い
を
継
続
し
ま
す
。

「
同
和
秘
密
調
査
」

　

勤
務
時
間
15
分
短
縮
が
、
10
月
１

日
よ
り
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
は
、
大
教
組
・
府
労
組
連

の
た
た
か
い
の
成
果
で
す
。

　

府
教
委
は
時
短
実
施
に
あ
た
り
、

時
短
後
の
勤
務
時
間
に
つ
い
て
は
終

業
15
分
短
縮
（
昼
間
課
程
）
を
基
本

と
し
て
各
学
校
の
裁
量
で
決
定
し
て

も
よ
い
こ
と
、
短
時
間
勤
務
者
の
勤

務
時
間
に
つ
い
て
は
本
人
希
望
の
同

意
を
も
と
に
各
学
校
で
決
定
す
る
、

な
ど
回
答
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
10

月
１
日
よ
り
、「
育
児
に
係
る
早
出

遅
出
勤
務
」
の
導
入
を
行
う
と
し
て

い
ま
す
。

　

大
教
組
は
今
後
、
府
教
委
に
対

し
、
教
職
員
の
長
時
間
過
密
労
働
の

解
消
、
そ
の
目
的
に
向
け
た
使
用
者

責
任
に
よ
る
「
勤
務
時
間
把
握
」
の

推
進
を
迫
っ
て
い
き
ま
す
。

　

人
事
院
は
８
月
10
日
、
一
般
職
国
家
公
務
員
の
給
与
等
の
勧
告
と
報
告
を
行
い
ま
し

た
。
月
例
給
減
額
と
一
時
金
の
引
き
下
げ
に
よ
り
、
平
均
年
収
は
９
万
４
千
円
の
ダ
ウ

ン
。
生
活
改
善
を
求
め
る
切
実
な
要
求
に
背
を
向
け
、
政
府
の
総
人
件
費
削
減
方
針
に

追
随
す
る
不
当
勧
告
で
す
。（「
表
１
」
参
照
）

夏
期
学
校
に
つ
ど
う

勤
務
時
間
の
15
分
短
縮 

10
月
１
日
実
施
へ

長時間過密労働解消へ
実効ある措置を　　　

大教組大教組

【勤務時間短縮の概要】
１日の勤務時間、７時間45分、週当たりの勤務時間38時間45分
勤務時間の割振り
勤務時間の基本は下記の通り。
・昼間課程　（現行）８：30～17：15　（時短後）８：30～17：00
・夜間課程　（現行）14：00～21：45　（時短後）14：15～21：45
年次休暇
　１日単位の取得で１時間単位も可（半日単位の取得はなくなります）。ただし、残
日数に１時間未満の端数があり、そのすべてを使用する場合、分単位の取得も可。
・年間時間数は155時間（７時間45分×20日）
特別休暇
　夏期休暇については、１日単位の取得、３時間45分又は４時間単位の取得となりま
す。
週休日の振替え等
　下記のいずれか
・１日の勤務時間
・１日の勤務時間のうち、３時間45分又は４時間

【育児に係る早出遅出勤務】
■対象
　小学校就学の始期に達しない子を育てる職員で、当該子を保育所等へ送迎する場合
■始業及び終業の時刻
　≪学校関係≫
　昼間課程について、始業は午前８時15分以後、終業は午後５時30分以前
勤務時間のパターン
　１）午前８時15分～午後４時45分、２）午前８時45分～午後５時15分、
　３）午前９時～午後５時30分

表１【2010人事院勧告のポイント】
○給与改定の内容
　〈月例給〉
　・ 中高齢層（40歳台以上）の俸給月額に限
定し、平均0.1％マイナス改定

　・ 55歳を超える職員（行政職（一）５級以
下の職員及びこれに相当する職員の除
く）について、1.5％の定率で減額

　〈一時金〉
　・ 4.15月→3.95月へ引き下げ
○ 2013年度から段階的に65歳への定年延長を
打ち出す
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「どうする？学力と生
きる力」と題して講演
する梅原利夫さん　　
（和光大学副学長）　　 　
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【表２】年金開始年齢の引き上げと定年制延長
定年
60歳

定年
61歳

定年
62歳

定年
63歳

定年
64歳

定年
65歳

生年月日
年度

2011 2012 2013※ 2014 2015 2016※ 2017 2018 2019※ 2020 2021 2022※ 2023 2024 2025※ 2026

1952.4.2～
 1953.4.1

年金支給
60歳 ○

1953.4.2～
 1954.4.1 年金支給

61歳

○

1954.4.2～
 1955.4.1 ○

1955.4.2～
 1956.4.1 年金支給

62歳

○

1956.4.2～
 1957.4.1 ○

1957.4.2～
 1958.4.1 年金支給

63歳

○

1958.4.2～
 1959.4.1 ○

1959.4.2～
 1960.4.1 年金支給

64歳

○

1960.4.2～
 1961.4.1 ○

1961.4.2～
 1962.4.1

年金支給
65歳 ○

注１；○は定年年齢に達する年度を示す。
注２；※の年度は、定年退職者がいない。

※ なお、再任用短時間勤務者、高齢者部分休
業取得者、育児の短時間勤務取得者の時短
についても制度あり。非常勤特別（若年）
嘱託、教育専門員、府立学校に勤務する非
常勤補助員・特別非常勤講師（看護師）等
の時短については協議中。ただし、非常勤
講師には時短の適用なし
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